
第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称  女性相談統計システム 

実施機関の名称 知事 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

女性相談支援センター 
北部福祉事務所、中部福祉事務所、南部福祉事務所、 
宮古福祉事務所、八重山福祉事務所 

個人情報ファイルの利用目的 

女性相談支援センター及び福祉事務所において実施している女性
相談支援業務（困難な問題を抱える女性への支援及びDV被害者）に
係る相談業務及び一時保護業務に係る情報についてシステム化を行
い、相談者の相談に迅速な対応、かつ、継続的な支援体制の構築及
び統計資料の作成に要する業務の効率化を図り、支援業務に専念で
きる環境を作り、相談者により質の高い支援を行うために利用す
る。 

記録項目 

 １．相談開始日、２．相談終了日、３．主訴、４．相談経路、

５．相談方法、６．氏名、７．性別、８．生年月日、９．相談年

齢、10．旧氏名、11．市町村、12．住所、13．電話、14．家族の情

報（氏名、性別、生年月日、年齢、続柄、居住、所属、学校名、学

年、担任名、住所、連絡先、状況）、15．相談内容、16．一時保護入

所日、17．一時保護理由、18．施設種別、19．施設名、20.職業、 

21．一時保護退所日、22．一時保護退所理由、23．一時保護退所先

区分、24．広域措置移送先都道府県、25．移送理由区分、26．日

誌、27．女性自立支援施設入所期間、28．同伴家族、29．退所・延

長理由、30．退所先 

記録範囲 困難な問題を抱える女性、同伴児童、家族、親族 

記録情報の収集方法 
本人又は関係機関からの聞き取りによるもの（来所、電話、文書
等） 

要配慮個人情報の有無 ■含まれる。  □含まれない。 

記録情報の経常的提供先 ■無   □有（提供先：             ） 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）沖縄県こども未来部 沖縄県女性相談支援センター 

（所在地）那覇市（非公開） 

（名称）沖縄県生活福祉部 北部福祉事務所 

（所在地）〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1 
（名称）沖縄県生活福祉部 中部福祉事務所 

（所在地）〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 
（名称）沖縄県生活福祉部 南部福祉事務所 

（所在地）〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212 
（名称）沖縄県生活福祉部 宮古福祉事務所 

（所在地）〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里1125 
（名称）沖縄県生活福祉部 八重山福祉事務所 

（所在地）〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 
（名称）沖縄県総務部総務私学課 行政情報センター 

（所在地）〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 



訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号(電算処理ファイル) 

政令第21条第７項に該当するファイル 
■有   □無 

□法第60条第２項第２号(マニュアル処理ファイル) 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

□該当する。   ■該当しない。 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

 ― 

行政機関等匿名加工情報の概要  ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

 ― 

備考  

 


